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【物件調書】       物件番号１（県営行田忍住宅跡地） 

参 考 価 格  62,067,387円  

土  

 

 

地 

 

所 在 地   行田市城西１丁目５６３番２  

地    目   宅地  

面    積   ３，７１６．６１㎡(公簿) 

現    況   更地 

形    状   不整形  

道 路 付  

 北側／幅員５．４ｍ～８．５ｍの舗装市道（第５．３－１７１号線） 

 西側／幅員３ｍの開渠（忍沼用水路）を介して幅員５．７ｍの舗装市道

      （５．３－１６８号線） 

 南側／幅員３．５ｍの舗装道路（行田市所有建築基準法外道路） 

 東側／幅員４ｍの舗装道路（位置指定道路） 

 東側／上記位置指定道路を介して幅員８．6ｍの舗装市道（５．３－１ 

       ６９号線） 

建  

 

物 

 

住居表示   建物はありません。  

築 年 月   建物はありません。  

構  造   建物はありません。  

延床面積   建物はありません。  

そ の 他   建物はありません。  

法  

令  

制  

限 

 

用  途   市街化区域（第１種住居地域）（指定建ぺい率60％／指定容積率200％）

都市施設   なし 

建築制限   特別工業地区、日影規制（４ｍ・４時間・２．５時間） 

防火地域   なし  

文 化 財   なし 
都市計画法・
建築基準法に
関する事項  

 行田市都市計画課、建築開発課：０４８－５５６－１１１１（代表） 

私道の負担等   なし  

給  

排  

施  

設  

電  気   東京電力エナジーパートナー㈱ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ：０１２０－９９５－００１  

ガ   ス 
 北東側／市道5.3-171号線下に50Φ管埋設 

  東京ガス㈱お客様センター：０３－３３４４－９１００  

上 水 道  
 東側／市道5.3-169号線下に100Φ公設管埋設  

  行田市都市整備部水道課：０４８－５５３－０１３１  
０４  

下 水 道  

 北側／市道5.3-171号線下に250Φ・300Φ公設管埋設 

 東側／市道5.3-169号線下に300Φ公設管埋設 

  行田市都市整備部下水道課：０４８-５６４－０３０３ 

交 通 機 関 
 秩父鉄道秩父本線持田駅から 約１.０㎞（徒歩１２分）  

 ＪＲ高崎線行田駅から 約３.８km   

公 共 機 関 
行田市忍小学校：８５０ｍ 

行田市忍中学校：８００ｍ 

周 辺 状 況 
行田市旧市街地で戸建て住宅がみられる環境。 

近隣に行田本丸郵便局４００ｍ付近、行田市役所７５０ｍ付近。 

特 記 事 項   別紙 
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○特記事項 

１ この調書その他の添付資料はあくまで参考であり、現況を優先します。 

２ 現況有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において、現地等の調査確認

を行ってください。 

３ 確定測量は実施済みです。 

４ 土壌汚染調査及び地質調査については実施していませんが、埼玉県東部環境管理事務

所による聴収では、土壌汚染対策法による「要措置区域」または「形質変更時要届出区

域」に該当しないこと、対象地に水質汚濁防止法における有害物質を取り扱う特定施設

がないことを確認しています。 

５ 土地売買契約書には、売主の契約不適合責任を免責する旨の特約を設けます。 

６ 越境物等があった場合は、県は越境状態の解消等は行っていないため、落札者が越境物

所有者と協議してください。 

７ 売買物件を以下の用途に供することを禁じます。また、これらの用に供されることを知

りながら、本売買物件を第三者に譲渡し、若しくは本売買物件について地上権、賃借権

その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはなりません。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第  

   ２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 

   11 項に規定する接客業務受託営業の用 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第 

   ２号に規定する暴力団の事務所の用 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号） 

   第５条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所又はその他これに類するも 

   のの用 

（４）破壊活動防止法（昭和 27 年法律第 240 号）に基づく破壊的団体等がその活動のた 

   めに利用する等公序良俗に反する用 

８ 行田市公表の洪水ハザードマップでの浸水想定区域は 0.5～3.0m とされています。 

９ 道路付で記載した東側幅員 4m の舗装道路は、当物件に含まれた建築基準法第 42 条に

基づく位置指定道路です。昭和３９年２月２８日指定で幅員４m 延長 89.60m、北側の市

道には接していません。 

  なお、当該位置指定道路は、落札者に所有権が移転する時点で管理義務が移行します。  

10 旧上水道管(ACPφ100/ACPφ50)が位置指定道路の区域内に埋設されていますが、上水

道管としての使用はできません。 

  水道使用については、行田市水道課に相談してください。   

11 当該地の敷地内に、東京電力パワーグリッド(株)の本支線柱等が設置されています。 

  (東京電力パワーグリッド(株)が敷地外移設の調整を行っています。) 

 

別紙 


